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 議　　会　　だ　　よ　　り 第 59 号  平成 24 年 3 月発行 第49号 平成21年11月 発行議会だより

一　般　質　問
議員は 「住民に代わって」 村の行政全般に対して、 事務の執行状況や将来の方針、

計画あるいは疑問点などについて所信や疑問をただすことができます。

答

問

答

問

山
本
均
議
員



3

第 59 号  平成 24 年 3 月発行 議　　会　　だ　　よ　　り

問

答

問答

問 青
沼
進
二
議
員

答



4

 議　　会　　だ　　よ　　り 第 59 号  平成 24 年 3 月発行 

　　議長と副議長は、 議員の中から議員による選挙によって選ばれます。 議長は、 村議会の代表者です。

会議のときには、 議場の秩序を保つこと、 議事を順序よく進めること、 議会事務を処理することなどに

ついていろいろな権限が与えられています。 また、新島村議会の代表としていろいろな会議に出席したり、

他の機関と協議したり、 議会を代表する重要な役目をもっています。

　　副議長は、議長が欠けたとき、または病気や公務出張などで不在のときに、議長のかわりをつとめます。

◆　◆　◆　議長と副議長　◆　◆　◆
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